
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ６月から「人員基準欠如の減算」３カ月は適用を猶予 

No.112 

2026．5 

 

 近鉄スマイル ニュース 

この頁の情報はシルバー産業新聞、シルバー新報等の記事を基に編集しています 

連  

 今年６月の臨時報酬改定で拡充される介護職員処遇等改善加算では、ケアプランデータ連携システム未使用

でも申請時の利用誓約で算定できますが、この場合来年３月末までのシステムの利用実績を都道府県等に報告

が必要です。これらの注意点を厚生労働省が３月 13 日に示した加算の考え方と Q＆Aから解説します。 

 

 今回の見直しで処遇改善加算算定の特例要件として設けられたのが、国が普及を急ぐケアプランデータ連携

システムの利用です。申請時点でシステムを使っていなくても、その後の加入・利用を誓約すれば算定できま

す。ただし、2027年 3月末までに同システムを利用し、実績報告書でシステムの利用実績を示すことが必要

です。具体的には「使用画面のスクリーンショット（データの送信または受信の記録がわかるように撮影され

たものに限る）」と Q＆Aで例示されました。 

 今回の Q＆Aでは、加算の配分対象が全職種に拡がることが明示され、派遣労働者も派遣元と協議の上で賃

金改善の対象とできます。 

 新たに対象となるサービスでは、処遇改善計画書の都道府県等への提出期日は 6月 15日。人員配置や加算

算定の状況などを報告する体制届出の提出期日も 5 月 15日のところを、計画書と同じ 6月 15日でよいとし

ています。 

 なお、代表者 1人のみで運営する「1人ケアマネ」事業所での 

算定も認められます。代表取締役などの役員であっても、実際に 

ケアプラン作成業務などの介護サービスを提供している場合は、 

同加算による賃金改善の対象に含まれると Q＆Aに明記されました。 

 厚生労働省は、事業所・施設がやむを得ない事情で人員基準が満たせなくなった場合に、人員欠如の発生か

ら 3カ月の範囲で減算の適用を猶予する措置を 6月から適用する方針を示しました。 

 現行の介護報酬では、介護職員や看護職員、ケアマネジャ―などの配置数が人員基準を下回った場合、1 割

超で減少した場合は翌月から、1割以内の減少は翌々月から給付費が 3割減算されます。 

 しかし、介護人材不足の中、人材確保には時間がかかり、介護事業者の経営に与える影響が大きいとして減

算適用までの猶予を求める意見が挙がっていました。 

 一方、26年度の診療報酬改定では、やむを得ない事情で一時的に看護職員が確保できない場合に、年 1回 

発生から 3カ月を超えない期間で、●ハローワークか無料の職業紹介を活用して採用活動を実施 ●医療・介

護・保育分野の適性な有料職業紹介事業者認定制度による適性認定事業者の利用 ●職員に対する適正な労働

時間管理――などの要件を満たせば、変更の届出を行わなくてもよいとする配置基準の改定を実施しました。

介護報酬でも診療報酬改定に足並みをそろえると厚生労働省は説明しています。 

 具体的には、介護職員やケアマネジャーなど基準に定められている専門職種について、突発的で想定が困難

な事象でやむを得ない事情が生じ人員欠如が発生した施設は、条件により年 1 回、発生から 3 カ月を超えな

い期間で減算適用を猶予するというものです。１割を超えて減少した場合は、現行通り翌月から減算対象とな

ります。 

６月からの介護職員等処遇改善加算 

 ケアプランデータ連携システム 今年度中に利用実績を 
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      弊社レンタルカタログ vol.23が完成しました 

【神戸支店】兵庫県神戸市東灘区住吉宮町 1-21-16 COM20B室 

TEL.078-200-4936  FAX.078-200-4937 

【関西営業部】大阪府東大阪市西岩田一丁目 12 番 29 号 

TEL.072-974-8101 FAX.072-966-2621 

【東海営業部】三重県四日市市柳町８１番地 

TEL.059-347-3100  FAX.059-347-3111 

 

【東日本営業部】神奈川県厚木市酒井３０２８ 

TEL.046-280-6852  FAX.046-280-6853 

 

【奈良支店】奈良県奈良市あやめ池北２-１-１ 

TEL.0742-51-7091  FAX.0742-53-3521 

【名古屋支店】愛知県名古屋市中川区吉津２-２５２１ 

TEL.052-439-5662  FAX.052-439-5663 

【中南勢支店】三重県津市高茶屋小森町４０９０-２ 

TEL.059-264-7800  FAX.059-264-7801 

新しいレンタルカタログ vol.23が完成し、現在皆様のお手元にお配りしています。 

より見やすく、商品も充実した内容となっています。 

今後また vol.23カタログのラインナップに加わった商品のご紹介もしていきます。 

ネクストコアⅡアジャスト 

近鉄スマイルの福祉用具 レンタルカタログ vol.23 ２０２6．４ 

プリマレックス・ケア 

   アドバンス すりてあ N手すり 

スワリナⅡ 


